
 

　所得税も住民税も控除が適用されるため、
　手続きは不要

 所得税は控除が適用されるが、
 住民税は控除が適用されない
 ため、市民税課に問合わせが
 必要

　確定申告の第２表
　「住民税・事業税に関する事項」の
　「都道府県、市区町村への寄附」欄
　にふるさと納税額を記入した

　≪ワンストップ特例（申告特例）　有効/無効　フローチャート≫

ワンストップ特例有効
（申告の義務が無い場合）

 所得税も住民税も控除が適用
 されないため、確定申告の提出
 （修正／更正の請求）が必要

　ワンストップ特例が無効となる

　無効となった方は、手続きが必要になるか次のフローチャートで確認してください。

　ワンストップ特例の申請をしているが、
　確定申告書若しくは住民税の申告書を提出した

　確定申告で、ワンストップ特例分を含めて、
　ふるさと納税について申告した
　（第１表の寄附金控除欄に記入した）
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